
  

 
  

 
 

 
 
 
 

  中小企業等経営強化法が施行                

Ｑ：中小企業等経営強化法が施行されたそ

うですが、いつされたのですか？                              

                                              

Ａ：７月１日に交付されました。 

【解説】 

中小企業等経営強化法とは、平成28年度の

税制改正において創設された、中小企業等が

一定の要件を満たす機械・装置を取得した場

合に、３年間、その固定資産税を半額にする

とする特例の前提となるものです。 

一定の要件を満たす機械・装置とは、認定

計画に基づき取得した経営力向上設備(販売

開始から10年以内、１台又は１基の取得価額

が160万円以上、生産性が年平均１％向上など

が要件)である新品の機械・装置(リースを含

む)をいいます。 

この特例は、これまでになかった固定資産

税での設備投資減税で、赤字企業にも減税効

果があるとして期待されています。 

また、固定資産税の軽減措置以外にも、①

商工中金による低利融資や②信用保証協会に

よる信用保証の枠の拡大、③中小企業基盤整

備機構の債務保証などが受けられることとな

っています。 

なお、中小企業等経営強化法の対象となる

中小企業等は、資本金10億円または従業員

2,000人以下の会社及び個人、医業・歯科医業

を主たる事業とする法人、社会福祉法人、Ｎ

ＰＯ法人ですが、固定資産税の軽減特例の対

象となるのは、資本金１億円または従業員

1,000人以下の会社及び個人です。 
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